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○中野市新規銃猟者支援事業補助金交付要綱 

平成31年３月29日告示第92号 

改正 

令和６年３月31日告示第110号 

中野市新規銃猟者支援事業補助金交付要綱 

中野市新規銃猟者支援事業補助金交付要綱（平成27年中野市告示第35号）の全部を改正する。 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、有害鳥獣駆除に従事する者を育成し、鳥獣による農林業等の被害を防止する

ため、新たに銃猟免許及び鉄砲の所持許可を受ける者又は鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正

化に関する法律（平成14年法律第88号）（以下第３条において「法」という。）第39条の規定に

よるわな猟免許の所持許可を受ける者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、

中野市補助金等交付規則（平成30年中野市規則第10号。以下「規則」という。）に定めるものの

ほか、必要な事項を定めるものとする。 

（成果の指標） 

第２条 当該補助事業に係る規則第19条第３項に規定する指標は、有害鳥獣駆除に従事する者の増

加とする。 

（補助対象者） 

第３条 補助金の交付の対象となる者は、新たに法第39条に規定する第一種銃猟免許（以下、この

項及び次条において「銃猟免許」という。）を取得し、かつ、鉄砲刀剣類所持等取締法（昭和33

年法律第６号）第４条第１項第１号の規定により鉄砲の所持の許可（以下、この項において、「鉄

砲所持の許可」という。）を受けようとする者又は新たに銃猟免許及び法第39条に規定するわな

猟免許を取得し、かつ、鉄砲所持の許可を受けようとする者であって、次に掲げる要件を全て満

たすものとする。 

(１) 市内に住所を有する者であること。 

(２) 事業終了後１年以内に狩猟者登録を行い、５年以上有害鳥獣駆除に従事することが見込ま

れる者であること。 

（補助対象経費及び補助金額） 

第４条 補助金の交付の対象となる経費及び補助金額は、次の表のとおりとする。 

対象経費 補助金額 
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(１) 第一種銃猟免許取得手数料 

(２) 猟銃等講習会（初心者）手数料 

(３) 教習資格認定申請手数料 

(４) 射撃教習に要する手数料 

(５) 鉄砲所持許可申請手数料 

(６) わな猟免許取得手数料 

(７) 前各号に係る申請において必要な証明写真、医師の診断

書、戸籍抄本、身分証明書、住民票、弾代、射撃使用料 

対象経費の２分の１以内の額

とし、６万円を限度とする。 

（補助金交付の申請） 

第５条 規則第３条の申請書は、中野市新規銃猟者支援事業補助金交付申請書（様式第１号）によ

るものとする。 

２ 規則第３条の要綱で定める関係書類は、事業計画書とする。 

（事業の変更等） 

第６条 規則第５条第３号の承認を受けようとする場合は、中野市新規銃猟者支援事業変更（中止・

廃止）承認申請書（様式第２号）を市長に提出しなければならない。 

（申請の取下げ） 

第７条 規則第６条第１項の申請の取下げは、規則第４条第１項に規定する通知を受けた日から14

日以内に行うものとする。 

（実績報告） 

第８条 規則第10条の実績報告書は、中野市新規銃猟者支援事業実績報告書（様式第３号）による

ものとし、提出期限は、補助事業が完了した日若しくは廃止の承認を受けた日から起算して30日

を経過した日又は補助金の交付決定のあった日の属する年度の３月31日のいずれか早い日とする。 

２ 規則第10条の要綱で定める関係書類は、次に掲げるものとする。 

(１) 第一種銃猟狩猟免状の写し 

(２) 鉄砲所持許可証の写し 

(３) わな猟狩猟免状の写し 

(４) 経費の支払を証する書類 

（補助金交付の請求） 

第９条 規則第13条の規定による交付請求は、中野市新規銃猟者支援事業補助金交付請求書（様式
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第４号）により行うものとする。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成31年４月１日から施行する。 

（失効） 

２ この要綱は、令和11年３月31日限り、その効力を失う。 

附 則（令和６年３月31日告示第110号） 

この要綱は、令和６年４月１日から施行する。ただし、附則第２項の改正規定は、令和６年３月

31から施行する。 
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様式第１号（第５条関係） 
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様式第２号（第６条関係） 
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様式第３号（第８条関係） 
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様式第４号（第９条関係） 

 


